
高山市規則第１号

高山市畜産振興事業補助金交付規則の一部を改正する規則をここに公布する。
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高山市畜産振興事業補助金交付規則の一部を改正する規則

高山市畜産振興事業補助金交付規則（昭和４８年高山市規則第５２号）の一部を次のように改正

する。

改 正 前

別表（第２条関係）

補助対象事業の種類 内容 補助率又は補助額 交付の対象 備考

１の部～４の部 （略）

５ 飛騨牛生産経営安

定推進事業

飛騨牛生産事故見舞

基金造成に要する経費

肉用繁殖雌牛１頭

当り３００円以内

高山市和牛

改良組合

６の部～１３の部 （略）

改 正 後

別表（第２条関係）

補助対象事業の種類 内容 補助率又は補助額 交付の対象 備考

１の部～４の部 （略）

５ 飛騨牛生産経営安

定推進事業

飛騨牛生産事故見舞

基金造成に要する経費

肉用繁殖雌牛１頭

当り５００円以内

高山市和牛

改良組合

６の部～１３の部 （略）

附 則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表中第５の部の規定は、令和８年度分の予算に係

る補助金から適用する。


